
　9月より、マイナンバーカードを活用した国の消費活性化策として、「マイナポイント事業」が始まります。
マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードを取得し、マイナポイント予約とマイナポイント申
し込みをする必要があります。
　手続き終了後、キャッシュレス決済を利用してお買い物をすると、最大で5,000円分のポイントがもらえます。
住民福祉課 住民係（役場１階①番窓口）でも手続きの支援を行っていますので、ぜひご活用ください。

※スマートフォン等によるオンライン申請が可能です。
　また、マイナンバーカードの申請・受取は窓口延長日でも対応しています（毎月第1火曜日のみ）

　マイナンバーカードを活用した全国共通のポイントで、
キャッシュレス決済事業者を通じて付与され、各事業者の
サービスポイントとして、店舗やオンラインショップでの
買い物に利用できます。

●マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178（音声ガイダンスに従って操作してください）
【受付時間】平日：午前9時30分～午後8時　土日祝日：午前9時30分～午後5時30分

●マイナンバーカード等について　 　 住民福祉課 住民係　☎62-9112　 住民福祉課 住民係　☎62-9112問

マイナンバーカードでマイナポイント

マイナポイントを利用するには

マイナポイントとは

各問い合せ

詳しくはこちらへ

総務省ホームページ
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

検索マイナポイント

●2020年9月1日～2021年3月31日までの
　チャージorお買い物が対象！
●チャージやお買い物の際にマイナンバー
　カードは使用しません

マイナンバーカードの
申請はお早めに！（※）
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